
◎刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 
（平成一八年五月八日法律第三六号）   

一、提案理由（平成一八年四月四日・参議院法務委員会） 

○国務大臣（杉浦正健君） おはようございます。 

 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上

げます。 

 近年、公務執行妨害罪や窃盗罪、特に成人による万引き事犯の検挙件数が急増してお

り、これらの罪に対しましては、一方で相応の刑罰を科して同種事犯の再発を防止する

必要がある反面、中には犯行が偶発的であるなど比較的軽い類型の事案も見られ、その

法定刑がいずれも自由刑に限られていることから、現実には起訴すべきか否かの判断に

困難を伴うものも少なくございません。また、業務上過失致死傷罪等のうち罰金刑相当

事案につきましては、近時の国民意識に照らして、現在の法定刑では適正な科刑が困難

な場合も見られ、現にその上限額が科される事件の割合が増加しております。 

 国会におきましても、平成三年に成立した罰金の額等の引上げのための刑法等の一部

を改正する法律に関しまして、衆参両議院の各法務委員会においてそれぞれ附帯決議が

なされ、財産犯の一部や公務執行妨害罪に選択刑として罰金刑を導入することについて

検討を求められ、さらに、平成十六年に成立した凶悪犯罪等に対処するための刑法等の

一部を改正する法律に関しましても、衆参両議院の各法務委員会でそれぞれ附帯決議が

なされ、財産犯の一部に罰金刑を選択刑として新設することなどの検討について、政府

として格段の配慮をすべきであるとされました。 

 この法律案は、このような公務執行妨害、窃盗等の犯罪に関する最近の情勢等にかん

がみ、刑法及び刑事訴訟法等を改正し、所要の法整備を行おうとするものでございます。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、刑法を改正して、公務執行妨害、窃盗等の各罪について、罰金刑を新設する

などその法定刑を改めるものでございます。 

 すなわち、公務執行妨害、職務強要及び窃盗の各罪に選択刑として罰金刑を新設する

ほか、業務上過失致死傷及び重過失致死傷の各罪の罰金刑の上限額を引き上げることと

しております。 

 第二は、刑事訴訟法を改正して、略式命令の限度額の引上げを行うものでございます。 

 第三は、刑法を改正して、財産刑の執行に関する手続の整備を行うものでございます。 

 すなわち、労役場留置一日の割合に満たない金額は納付することができない旨の規定

を削除するとともに、罰金等の一部を納付した者の留置の日数に係る規定の整備を行う

こととしています。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上がこの法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 



 以上です。 

二、参議院法務委員長報告（平成一八年四月七日） 

○弘友和夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、公務執行妨害、窃盗等の犯罪に関する最近の情勢にかんがみ、これらの

犯罪に適正に対処するため、罰金刑を新設するなどその法定刑を改めるとともに、略式

命令の限度額の引上げ及び財産刑の執行に関する手続の整備をしようとするものであり

ます。 

 委員会におきましては、刑罰体系における罰金刑の位置付け、今回の罰金刑の新設及

び上限引上げの必要性と効果、労役場留置の現状と同制度の在り方等について質疑が行

われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、衆議院法務委員長報告（平成一八年四月二五日） 

○石原伸晃君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、公務執行妨害、窃盗等の犯罪に適正に対処するため、罰金刑を新設するなど

その法定刑を改めることとしております。 

 また、略式命令において科することができる罰金の最高額を百万円に引き上げるとと

もに、労役場留置一日の割合に満たない額の罰金等の納付を認めること等としておりま

す。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十一日本委員会に付託され、十八日杉浦

法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年四月二一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 罰金刑が新設された窃盗罪及び公務執行妨害罪の適用に当たっては、適切な科刑の

実現という趣旨を踏まえ、その適用範囲が不当に拡大することのないようにすること。 

二 ひき逃げ事件の現状にかんがみ、危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪、救護義

務違反罪等の運用及び罰則の在り方について、検討を行うこと。 

三 労役場留置が自由を拘束する制度であることにかんがみ、より一層慎重かつ公平な

取扱いがなされるよう、その制度の在り方について、検討を行うこと。 

四 罰金刑の新設等により、労役場留置者が増加し刑事施設への過剰収容に拍車がかか



る可能性があることにかんがみ、計画的に刑務所及び拘置所の収容能力の増強に努め

ること。 


